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4月分 
から 

　
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て 

○
子
ど
も
手
当
と
は 

　
従
来
の
「
児
童
手
当
」
に
代
わ
り

次
代
の
社
会
を
担
う
健
や
か
な
子
ど

も
の
育
ち
を
支
援
す
る
た
め
、
創
設

さ
れ
ま
し
た
。 

○
支
給
内
容 

▼
支
給
対
象
と
な
る
方 

　
中
学
校
修
了
ま
で
の
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
親
等 

　（
所
得
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。） 

▼
支
給
金
額 

　
平
成
22
年
度
は
一
人
に
つ
き
、
月

額
１
万
３
千
円 

▼
支
払
月 

　
平
成
22
年
度
は
６
月
・
10
月
・
平

成
23
年
２
月
の
予
定
。 

○
必
要
な
手
続
き
は 

　
支
給
対
象
と
な
る
方
全
員
に
４
月

中
に
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
。 

　
新
た
な
手
続
き
が
必
要
な
方
に
は

申
請
書
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
期
限

内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。 

　
４
月
以
降
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ

た
方
や
転
入
さ
れ
た
方
は
新
た
に
申

請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
届
出
を
さ

れ
た
後
に
子
育
て
支
援
室
ま
た
は
国

府
支
所
に
て
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。 

※
公
務
員
の
方
は
職
場
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。 

 

　
内
容
に
つ
い
て
は
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
随
時
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
　 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
支
援
室 

　
☎
内
線
３
１
７ 

　
た
か
と
り
幼
稚
園
は
、
平
成
21
年

７
月
か
ら
工
事
が
始
ま
り
、
３
月
下

旬
に
園
舎
が
完
成
し
ま
し
た
。 

　
新
し
い
園
舎
は
、
太
陽
光
発
電
や

雨
水
利
用
水
槽
な
ど
環
境
に
配
慮
す

る
と
と
も
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
も

対
応
し
て
い
ま
す
。 

　
た
か
と
り
幼
稚
園
の
名
称
は
、

「
鷹
取
山
は
大
磯
町
で
一
番
高
い
山

で
あ
り
、
こ
の
地
域
の
象
徴
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
鷹
取
山

の
よ
う
に
大
き
く
そ
だ
っ
て
ほ
し

い
」
と
い
う
願
い
か
ら
名
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。 

　
新
し
い
園
舎
の
中
、
子
ど
も
た
ち

の
元
気
な
声
が
聞
こ
え
て
く
る
幼
稚

園
運
営
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
子
育
て
支
援
室
　
☎
内
線
３
１
７ 

た
か
と
り
幼
稚
園
が
開
園
し
ま
す
!!
 

〜
４
月
か
ら
月
京
幼
稚
園
が
移
転
、 

　
　
た
か
と
り
幼
稚
園
と
し
て 

　
　
　
新
た
に
開
園
し
ま
す
。
〜 

　
町
で
は
、
「
町
長
と
語
り
合
う
集
い
」
の

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
ふ
る
っ
て
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

◎
開
催
日
　
５
月
13
日（
木
）午
後
７
時
〜 

◎
対
象
者
　
観
光
事
業
に
興
味
の
あ
る
方 

◎
開
催
場
所
　
役
場
３
階
公
室 

◎
募
集
人
数
　
10
人 

◎
申
込
方
法
　
電
話
、
郵
送
又
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
な
ど
に
よ
り
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
。 

　（
先
着
順
） 

 ◎
申
込
先
　 

〒
255
―
８
５
５
５
大
磯
町
東
小
磯
183 

　
大
磯
町
役
場
政
策
課
　
☎
内
線
２
０
６ 

　
募 

集 

の 

内 

容 

 

　
住
宅
用
太
陽

光
発
電
シ
ス
テ

ム
を
設
置
す
る

方
に
補
助
金
を

交
付
し
ま
す
。 

【
補
助
対
象
者
】 

　
申
請
年
度
内
に
、
町
内
の
自
ら
居

住
す
る
住
宅
に
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す

る
方
ま
た
は
シ
ス
テ
ム
付
き
住
宅
の

購
入
が
完
了
で
き
る
方 

【
補
助
金
額
】
　
①
と
②
の
合
計
額 

①
町
補
助
金
　
１
　
当
た
り
２
万
円 

②
県
補
助
金
　
１
　
当
た
り
２
万
円 

（
①
、
②
と
も
上
限
７
万
円
） 

【
申
請
手
続
き
】 

　
工
事
着
工
前
ま
で
に
、
補
助
金
申

請
書
に
シ
ス
テ
ム
の
仕
様
書
等
を
添

え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

◎
申
請
場
所
・
問
い
合
わ
せ 

　
環
境
経
済
課
　
☎
内
線
３
５
９ 

太陽光発電設置補助  

kWkW

　４月１日から、防災対策室とみなと・
国県道推進室の名称が、それぞれ下記の
とおり変わりますのでお知らせします。 

【変更理由】 
○危機管理対策室　 
　昨年５月に策定しました「大磯町危機
管理指針」にのっとり、自然災害への対
応や、武力攻撃事態など危機事案全般に
対処するため。 
○みなと推進室 
　大磯港を地域活性化の拠点として重点
的に整備活用を図るため。 
　なお、国県道に係る事務は建設課が行
います。 
◎問い合わせ　政策課　☎内線204

新名称 旧名称 

危機管理対策室 防災対策室 

みなと推進室 
みなと・国県道 
推進室 

組織の名称が 
変わります!


